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「
わ
れ
わ
れ
の
票
と
わ
れ
わ
れ
の
権
利
を
盗
ん
だ
泥
棒
と
、
同
じ

場
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

の
権
利
を
守
る
た
め
最
後
ま
で
戦
う
」（
ケ
ニ
ア
、
リ
フ
ト
バ

レ
ー
州
南
部
で
二
〇
〇
八
年
二
月
に
配
ら
れ
た
怪
文
書
の
一
部
。

CIPEV
 2008:131

）。

「
複
数
政
党
制
化
を
主
張
す
る
者
は
、
ケ
ニ
ア
が
混
沌
と
流
血

に
陥
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」（
ケ
ニ
ア
第
二
代
大
統
領
モ
イ

の
発
言
。
複
数
政
党
制
化
を
求
め
る
民
主
化
運
動
に
抗
し
て
。

Standard on Sunday 1991

）。

は
じ
め
に

ア
フ
リ
カ
大
陸
の
東
部
、
大
地
溝
帯
（
グ
レ
ー
ト
・
リ
フ
ト
・
バ

レ
ー
）
周
辺
か
ら
イ
ン
ド
洋
に
か
け
て
の
領
域
で
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る

本
格
的
な
植
民
地
支
配
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
世
紀
末
だ
っ
た
。
後

に
ケ
ニ
ア
共
和
国（
以
下
、ケ
ニ
ア
）と
な
る
こ
の
領
域
の
な
か
で
は
、

ア
フ
リ
カ
系
住
民
は
何
ら
か
の
「
民
族
」
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ

れ
、数
十
年
に
わ
た
る
植
民
地
統
治
を
経
て
、キ
ク
ユ
人
、ル
オ
人
、

カ
ン
バ
人
な
ど
の
民
族
分
類
が
定
着
す
る
に
い
た
っ
た
。
領
域
内
の

「
民
族
別
人
口
」
は
、
キ
ク
ユ
人
が
約
二
割
で
最
大
、
こ
れ
に
い
ず

れ
も
人
口
比
一
割
程
度
の
ル
オ
人
、カ
ン
バ
人
が
続
く
形
に
な
っ
た
。

ま
た
、
ア
フ
リ
カ
系
住
民
に
よ
る
政
治
活
動
が
発
展
し
た
一
九
五
〇

年
代
以
降
は
、小
集
団
を
糾
合
し
て
「
民
族
」
を
名
乗
る
こ
と
に
よ
っ

て
キ
ク
ユ
や
ル
オ
と
い
っ
た
大
集
団
に
数
の
う
え
で
対
抗
し
よ
う
と

す
る
試
み
が
な
さ
れ
―
―
い
わ
ゆ
る
「
超
民
族
化
現
象
」
―
―
ル
イ

ヤ
人
、
カ
レ
ン
ジ
ン
人
な
ど
の
名
称
が
、
政
治
的
結
社
の
名
乗
り
を

中
心
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
松
田 1997; 2000

）。

大
陸
全
体
で
十
数
ヵ
国
が
独
立
し
た
「
ア
フ
リ
カ
の
年
」
か
ら

三
年
遅
れ
た
一
九
六
三
年
、
ケ
ニ
ア
は
独
立
を
果
た
す
が
、
こ
の

植
民
地
期
の
民
族
の
枠
組
み
は
基
本
的
に
継
承
・
制
度
化
さ
れ
た
。

一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
数
次
の
国
勢
調
査
結
果
で
の
ケ
ニ
ア
の
主

要
民
族
に
は
、
キ
ク
ユ
、
ル
イ
ヤ
、
ル
オ
、
カ
レ
ン
ジ
ン
、
カ
ン
バ

の
名
称
が
並
ぶ1

＊

。

脱
植
民
地
化
後
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
多
く
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
に

よ
る
軍
政
や
民
族
を
動
員
の
旗
印
と
し
た
国
内
紛
争
に
長
ら
く
苦
し

む
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
い
わ
ゆ
る
民
主

化
の
雪
崩
現
象
が
本
格
化
し
、
そ
の
急
激
な
政
治
変
動
、
と
り
わ
け

複
数
政
党
制
選
挙
の
実
施
に
関
連
し
て
い
く
つ
も
の
大
規
模
な
紛
争

が
発
生
し
て
き
た
。
東
ア
フ
リ
カ
で
も
、
ク
ー
デ
タ
ー
が
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
ウ
ガ
ン
ダ
に
加
え
、ソ
マ
リ
ア
、ス
ー
ダ
ン
、ブ
ル
ン
ジ
、

ル
ワ
ン
ダ
が
次
々
と
深
刻
な
内
戦
に
突
入
し
た
。

そ
の
な
か
に
あ
っ
て
ケ
ニ
ア
は
、
こ
れ
ま
で
例
外
的
な
政
治
的
安

定
を
保
っ
て
き
た
。
一
九
九
一
年
の
複
数
政
党
制
復
帰
を
比
較
的
ス

ム
ー
ズ
に
果
た
し
、
そ
の
後
の
三
度
の
総
選
挙2

＊

も
大
き
な
混
乱
や
不

正
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
な
く
乗
り
越
え
て
き
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
二

年
、
ケ
ニ
ア
は
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
を
は
じ
め
て
経
験
し
、
さ
ら

な
る
民
主
化
へ
と
駒
を
進
め
た
。
結
局
ケ
ニ
ア
は
、
独
立
か
ら
今
日

ま
で
、
い
ち
ど
も
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
政
権
交
代
を
経
験
し
て
い
な

い
。
ま
た
二
〇
〇
七
年
ま
で
は
大
規
模
な
政
治
的
混
乱
と
も
無
縁

だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
民
主
化
の
優
等
生
」
だ
っ
た
ケ
ニ
ア
が
、

二
〇
〇
七
年
末
か
ら
二
〇
〇
八
年
前
半
に
か
け
て
未
曾
有
の
危
機

に
陥
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
、
複
数
政
党
制
移
行
か
ら
通

算
四
度
目
に
あ
た
る
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
二
月

三
〇
日
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
、
選
管
）
に
よ
る
「
現
職
キ
バ

キ
（M

w
ai K

ibaki, 

中
央
州
出
身
〔
図
１
〕、
キ
ク
ユ
人
。
挙
国
一
致

党
〔Party of N

ational U
nity: PN

U

〕
公
認
）
再
選
」
と
の
大
統

領
選
挙
結
果
の
発
表
の
直
後
か
ら
全
国
で
暴
動
と
住
民
襲
撃
事
件
が

発
生
し
た
の
で
あ
る
。
キ
バ
キ
の
対
立
候
補
の
オ
デ
ィ
ン
ガ
（Raila 

O
dinga, 

ニ
ャ
ン
ザ
州
出
身
、ル
オ
人
。オ
レ
ン
ジ
民
主
運
動
〔O

range 
D

em
ocratic M

ovem
ent: O

D
M

〕
公
認
）
の
勝
利
を
信
じ
る
国
民

は
、
全
国
の
主
要
都
市
を
中
心
に
街
頭
に
繰
り
出
し
、
そ
の
一
部
は

暴
徒
化
し
て
キ
バ
キ
と
同
じ
「
キ
ク
ユ
」
民
族
に
属
す
る
人
た
ち

を
「
キ
バ
キ
支
持
者
で
あ
る
」
と
し
て
襲
撃
し
た
。
そ
の
他
、
家
屋

や
店
舗
へ
の
放
火
も
続
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
対
し
キ
ク
ユ
人
自

警
団
を
名
乗
る
組
織
が
非
キ
ク
ユ
人
住
民
を
襲
撃
す
る
な
ど
、
暴
力

暴
力
化
し
た「
キ
ク
ユ
嫌
い
」

―
―
ケ
ニ
ア
二
〇
〇
七
年
総
選
挙
後
の
混
乱
と
複
数
政
党
制
政
治

津
田
み
わ

 
特
集
―

１ 

変
貌
す
る
ア
フ
リ
カ
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の
連
鎖
が
発
生
し
た
。「（
二
〇
〇
七
年
）
選
挙
後
暴
力
（the post 

election violence

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
危
機
は
、
総

選
挙
後
数
ヵ
月
の
間
に
少
な
く
と
も
死
者
一
〇
〇
〇
人
、
最
低
で
も

三
〇
万
人
を
超
え
る
国
内
避
難
民
を
生
み
、
ケ
ニ
ア
に
か
つ
て
な
い

深
い
爪
痕
を
残
し
た
の
で
あ
る3

＊

。

ケ
ニ
ア
未
曾
有
の
大
混
乱
と
な
っ
た
今
回
の
事
態
を
、
わ
た
し
た

ち
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
危
機

の
発
生
か
ら
ほ
ぼ
一
年
た
っ
た
今
、
各
種
の
人
権
関
連
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ

る
調
査
結
果
や
、
大
統
領
の
任
命
に
よ
る
独
立
調
査
委
員
会
の
報
告

書
が
出
揃
い
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
見
出
せ
る
特
徴
は
、

長
期
的
要
因
の
強
調
で
あ
る
。
ケ
ニ
ア
の
各
地
域
が
独
立
直
後
か
ら

抱
え
た
、土
地
再
配
分
過
程
で
の
入
植
者
（
主
と
し
て
キ
ク
ユ
人
だ
っ

た
と
さ
れ
る
）
と
「
先
住
者
」
と
の
潜
在
的
対
立
、
ま
た
一
九
九
〇

年
代
に
発
生
し
て
き
た
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と
し
て
の
住
民

襲
撃
事
件4

＊

の
余
波
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
キ
ク
ユ
ほ
か
民
族
的
な
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
自
称
し
て
組
織
化
さ
れ
て
き
た
暴
力
組
織
の
残
存
が

指
摘
さ
れ
る
（
た
と
え
ばCIPEV

 2008, H
RW

 2008, M
athenge 

and M
w

aniki 2008, O
H

CH
R 2008

）。
ま
た
一
九
九
〇
年
代
か
ら

続
く
国
内
避
難
民
の
問
題
に
長
ら
く
言
及
し
て
き
た
ク
ロ
ッ
プ
も
、

二
〇
〇
七
年
選
挙
後
暴
力
に
そ
の
延
長
と
い
う
側
面
を
見
出
し
て
い

る
（K

lopp and K
am

ungi 2008

）。

た
し
か
に
、
今
回
の
混
乱
を
理
解
す
る
た
め
に
、
独
立
以
来
の
民

族
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
纏
わ
る
確
執
や
、
長
期
に
わ
た
る
土
地
問
題
の
存

在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い5

＊

。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
／

八
と
い
う
年
に
、
そ
し
て
大
統
領
選
挙
の
結
果
が
発
表
さ
れ
た
直
後

と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
混
乱
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
長
期
に

わ
た
る
背
景
の
み
で
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
難
し
い
だ
ろ
う
。
と
く

に
、
こ
れ
ま
で
ケ
ニ
ア
で
起
こ
っ
て
き
た
総
選
挙
関
連
の
暴
力
が
、

特
定
の
候
補
を
選
挙
で
有
利
に
す
る
た
め
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

一
環
と
し
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
展
開
し
て
き
た
の
に
対
し
、
今
回

は
、
集
計
結
果
の
発
表
直
後
か
ら
突
如
と
し
て
全
国
各
地
が
大
混
乱

に
陥
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
今
回
の
危
機
の
最
大
の
特
徴
は
、
と
く

に
初
期
に
お
い
て
自
然
発
生
的
な
暴
力
が
大
規
模
に
発
生
し
た
と
み

ら
れ
る
点
に
あ
る
（K

iai 2008: 141-142

）。

そ
こ
で
本
稿
は
、
ケ
ニ
ア
政
治
史
に
お
け
る
今
回
総
選
挙
の
位
置

づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
危
機
発
生
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、

二
〇
〇
七
年
総
選
挙
の
直
後
に
暴
力
が
発
生
し
た
と
い
う
、
タ
イ
ミ

ン
グ
の
問
題
へ
の
接
近
を
試
み
た
い
。
ま
た
、
そ
の
作
業
を
通
じ

て
、
長
期
的
要
因
と
し
て
提
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
独
立
以
来
の
民
族

問
題
」
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ひ
と
つ
の
限
界
が
提
示
で

き
れ
ば
と
思
う
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、私
は
、「
キ
ク
ユ
」

対「
非
キ
ク
ユ
」の
別
が
暴
力
の
現
場
で
の
意
味
あ
る
対
立
軸
と
な
っ

た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
遠
い
過
去
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
〇
〇
二
年
か

ら
の
五
年
間
で
急
速
に
成
立
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

以
下
、
ま
ず
は
キ
バ
キ
政
権
に
対
し
て
広
く
大
同
団
結
の
夢
が
仮

託
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
を
、
二
〇
〇
二
年
選
挙
で
の
政
権
交
代
に
い

た
る
過
程
を
通
じ
て
確
認
し
た
の
ち
（
第
Ⅰ
章
の
1
）、
キ
バ
キ
政

権
の
統
治
が
早
く
も
二
〇
〇
三
年
の
段
階
か
ら
そ
の
「
夢
」
を
破

壊
し
て
い
っ
た
経
緯
を
た
ど
る
（
第
Ⅰ
章
の
２
）。
つ
い
で
、
こ
の

キ
バ
キ
政
権
下
で
「
キ
ク
ユ
／
非
キ
ク
ユ
」
と
い
う
対
立
軸
が
強

化
さ
れ
争
点
化
し
て
い
っ
た
流
れ
を
振
り
返
り
（
第
Ⅱ
章
の
１
）、

二
〇
〇
七
年
総
選
挙
に
お
け
る
不
正
疑
惑
の
な
か
で
そ
れ
が
暴
力
に

結
び
つ
い
て
い
っ
た
側
面
を
描
い
て
み
た
い
（
第
Ⅱ
章
の
２
）。

Ⅰ　

ケ
ニ
ア
史
に
お
け
る
キ
バ
キ
政
権

１　

成
立
前
史
―
―
大
同
団
結
の
夢

二
〇
〇
二
年
の
総
選
挙
は
、
必
ず
大
統
領
が
交
替
す
る
―
―
政
権

交
代
が
起
こ
る
―
―
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
い
て
行
わ
れ

た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
ま
で
の
総
選
挙
を
遥
か
に
超
え
る
重
要

性
を
は
ら
む
、
画
期
的
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ケ
ニ
ア
で
は
早

く
か
ら
与
党
ケ
ニ
ア
・
ア
フ
リ
カ
人
全
国
同
盟
（K

enya A
frican 

N
ational U

nion

：K
A

N
U

）
に
よ
る
事
実
上
の
一
党
制
が
確
立

し
て
い
た
た
め
、
独
立
後
の
初
代
大
統
領
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
（Jom

o 
K

enyatta, 

中
央
州
出
身
、
キ
ク
ユ
人
）
の
時
代
に
行
わ
れ
た
二
回

の
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
し
た
の
は
、
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
す
な
わ
ち
Ｋ
Ａ

Ｎ
Ｕ
の
候
補
一
名
の
み
で
あ
っ
た
。
対
立
候
補
な
し
の
場
合
、
投
票

は
行
わ
れ
ず
唯
一
の
立
候
補
者
が
当
選
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
ケ
ニ

ヤ
ッ
タ
は
一
九
七
八
年
に
病
死
す
る
ま
で
一
度
も
大
統
領
選
挙
で

の
投
票
を
経
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
第
二
代
大
統
領
モ
イ
（D

aniel 
arap M

oi, 

リ
フ
ト
バ
レ
ー
州
出
身
、
カ
レ
ン
ジ
ン
人
）
も
、
同
様
で

あ
っ
た
。
し
か
も
一
九
八
二
年
に
は
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
正
式
に
Ｋ

Ａ
Ｎ
Ｕ
の
一
党
制
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
を
挟
ん
で
三
回
の
総
選
挙

が
実
施
さ
れ
た
が
、
大
統
領
選
挙
へ
の
立
候
補
者
は
毎
回
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｕ

メル
エンブ

キシイ

ミジケンダ

カレンジン

カンバ

ルイヤ

ルオ
キクユ

北東州
東部州

沿岸州

西部州

ニャンザ州

リフトバレー州

中央州

ナイロビ

N

図 1 ケニアの州と主な民族
（注）ケニア全人口に対する比率が 10 ％以上の民族（キ 

クユ、ルイヤ、ルオ、カンバ、カレンジン）をゴシ
ック体で、10 ％未満のキシイ、メル、エンブ、ミジ
ケンダを明朝体で示した。 

（出所）筆者作成。
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の
モ
イ
一
人
だ
け
で
あ
り
、
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
民
主
化
圧
力
が
激
化
す
る
な
か
で
複
数

政
党
制
が
回
復
さ
れ
、
競
争
的
な
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

は
な
っ
た
が
、そ
れ
で
も
政
権
交
代
は
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
。

モ
イ
政
権
は
、
人
権
侵
害
、
経
済
の
低
迷
、
そ
し
て
汚
職
な
ど
を
特

徴
と
し
て
お
り
、
複
数
政
党
制
復
帰
後
は
そ
の
不
人
気
ぶ
り
が
選
挙

結
果
に
も
表
れ
て
、
モ
イ
と
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｕ
の
得
票
率
は
毎
回
三
〜
四
割

と
過
半
数
を
下
回
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
モ
イ
は
一
九
九
〇
年
代
の

二
回
の
総
選
挙
で
と
も
に
再
選
を
果
た
し
、
政
権
を
維
持
し
た
。
再

選
を
可
能
に
し
た
最
大
の
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
有
力
野
党
が
分
裂
を

繰
り
返
し
、
選
挙
時
に
モ
イ
へ
の
批
判
票
を
固
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
だ
っ
た
。
当
時
の
最
大
野
党
は
結
成
直
後
に
分
裂
し
、
一
九
九
二

年
選
挙
時
の
ケ
ニ
ア
に
は
、
ケ
ニ
ア
民
主
党
（D

em
ocratic Party 

of K
enya: D

P,　

委
員
長
キ
バ
キ
）
な
ど
三
つ
の
有
力
野
党
が
林
立

し
て
い
た
。
野
党
側
勢
力
の
分
裂
は
そ
の
後
五
年
で
さ
ら
に
進
み
、

一
九
九
七
年
の
複
数
政
党
制
復
帰
後
第
二
回
と
な
る
総
選
挙
時
に

は
、
主
要
野
党
の
数
は
七
に
ま
で
増
え
て
い
た6

＊

。
独
立
以
来
、
ケ
ニ

ア
で
は
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
て
は
き
た
も
の
の
、
無
投
票
あ
る
い

は
「
出
来
レ
ー
ス
」
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
変
え
た
の
が
、
複
数
政
党
制
復
帰
の
た
め
の
憲
法
改
正
で

新
設
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
規
定
―
―
大
統
領
の
三
選
禁
止
―
―
で
あ
っ

た
。
い
ま
み
た
よ
う
に
、
モ
イ
は
一
九
九
〇
年
代
の
大
統
領
選
挙
で

連
続
し
て
二
回
当
選
し
た
。
こ
の
た
め
、
二
〇
〇
二
末
予
定
だ
っ
た

大
統
領
選
挙
へ
の
モ
イ
の
立
候
補
資
格
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
与

党
議
員
の
一
部
か
ら
は
、
再
度
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
モ
イ
の
大
統

領
就
任
期
間
を
延
ば
す
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が
繰
り
返
し
表
明
さ
れ

た
が
、
モ
イ
は
そ
う
し
た
動
き
を
諌
め
、
次
回
大
統
領
選
挙
ま
で
ま

だ
間
が
あ
る
一
九
九
九
年
の
段
階
で
引
退
表
明
を
行
い
、
そ
の
後
も

立
場
を
翻
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
交
替
必
須
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、

一
九
九
七
年
総
選
挙
終
了
以
降
、
政
界
再
編
の
動
き
は
こ
れ
ま
で
に

な
く
活
発
化
し
た
。
こ
の
流
れ
が
、
二
〇
〇
二
年
総
選
挙
で
の
野
党

側
勝
利
へ
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
〇
年
代

の
負
け
に
教
訓
を
得
た
野
党
側
は
、
は
じ
め
て
大
同
団
結
を
成
功
さ

せ
、
全
国
虹
の
連
合
（N

ational Rainbow
 Coalition: N

A
RC

）
を

成
立
さ
せ
る
。
当
時
の
与
野
党
の
議
員
た
ち
が
と
も
に
参
加
し
、
路

線
や
支
持
基
盤
の
異
な
る
一
四
も
の
政
党
が
一
堂
に
会
し
た
こ
と
を

象
徴
し
て
、「
虹
」
が
名
称
と
さ
れ
た
。

モ
イ
政
権
に
倦
ん
で
い
た
多
く
の
ケ
ニ
ア
の
人
び
と
に
と
っ
て
、

Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
結
成
は
快
挙
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
大
統
領

選
挙
で
こ
の
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
公
認
の
統
一
候
補
に
な
っ
た
の
が
、
キ
バ
キ

だ
っ
た
。
一
〇
月
半
ば
の
結
成
集
会
に
お
い
て
、
オ
デ
ィ
ン
ガ
は
自

ら
も
有
力
な
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
統
一
の
大
統
領
候
補
だ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
キ
バ
キ
で
十
分
（K

ibaki tosha

）」
と
述
べ
て
聴
衆
の
拍

手
喝
采
を
浴
び
た
。
な
お
、
引
退
を
決
め
た
モ
イ
が
後
継
に
指
名
し

た
の
が
初
代
大
統
領
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
の
実
子
ウ
フ
ル
・
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ

（U
huru K

enyatta, 

中
央
州
出
身
、
キ
ク
ユ
人
）
と
い
う
人
物
だ
っ

た
こ
と
は
こ
こ
で
の
注
記
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
有
力
候
補
は
キ
バ
キ

と
こ
の
ウ
フ
ル
・
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
の
二
人
に
絞
ら
れ
た
た
め
、
大
統
領

選
挙
は
キ
ク
ユ
人
対
キ
ク
ユ
人
と
い
う
図
式
に
な
り
、
民
族
的
属
性

は
こ
の
と
き
の
争
点
に
は
な
り
え
な
い
状
態
だ
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
ケ
ニ
ア
第
九
回
総
選
挙
の
投
票
が
行
わ

れ
、
大
統
領
に
は
キ
バ
キ
が
当
選
、
国
会
で
も
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
が
議
席
の

六
割
を
獲
得
し
て
新
た
に
与
党
と
な
っ
た
。
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｕ
の
議
席
は
国

会
三
割
に
と
ど
ま
り
、
独
立
以
来
ほ
ぼ
四
〇
年
を
経
て
は
じ
め
て
野

党
に
転
落
し
た
。
ケ
ニ
ア
初
の
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
の
成
立
で
あ

り
、
ケ
ニ
ア
の
二
〇
〇
二
年
は
ま
さ
に
快
挙
の
年
と
な
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
新
大
統
領
と
な
っ
た
キ
バ
キ
は
、
オ
デ
ィ
ン
ガ
ら
と
の
妥
協

に
よ
る
相
乗
り
候
補
に
す
ぎ
ず
、
与
党
に
な
っ
た
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
も
ま

た
、
政
党
と
し
て
の
実
体
に
乏
し
い
寄
り
合
い
所
帯
に
す
ぎ
な
か
っ

た
が
、
こ
の
こ
と
で
逆
に
、
キ
バ
キ
と
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
は
、「
民
族
や
地

域
を
越
え
た
政
治
を
実
現
す
る
組
織
」
と
の
期
待
を
選
挙
民
か
ら
集

め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

な
お
、オ
デ
ィ
ン
ガ
、キ
バ
キ
ら
も
、（
１
）ポ
ス
ト
の
均
等
配
分（
オ

デ
ィ
ン
ガ
派
と
キ
バ
キ
派
で
閣
僚
ポ
ス
ト
を
等
分
）、（
２
）
よ
り
民

主
的
な
新
憲
法
の
一
〇
〇
日
以
内
の
制
定
（
当
時
の
草
案
で
は
、
大

統
領
職
を
名
誉
職
に
近
い
も
の
と
し
、
首
相
職
を
新
設
し
て
権
力
を
分

有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
）、（
３
）
首
相
職
へ
の
オ
デ
ィ
ン
ガ
就
任
、

な
ど
を
骨
子
と
す
る
覚
書
を
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
結
成
に
あ
た
っ
て
あ
ら
か
じ

め
交
わ
し
て
い
た
。「
キ
バ
キ
政
権
」
成
立
と
い
え
ど
も
、
そ
の
果

実
が
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
傘
下
の
諸
勢
力
に
応
分
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
、
と

の
準
備
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
キ
バ
キ
と
、
そ
の
基
盤
と
す

る
政
党
Ｄ
Ｐ
が
実
権
を
排
他
的
に
掌
握
す
る
よ
う
な
事
態
を
避
け
よ

う
と
す
る
オ
デ
ィ
ン
ガ
た
ち
政
治
エ
リ
ー
ト
の
思
惑
が
透
け
て
み
え

る
。
覚
書
作
成
に
は
、弁
護
士
立
ち
会
い
の
う
え
、キ
バ
キ
、オ
デ
ィ

ン
ガ
ら
ポ
ス
ト
配
分
を
約
束
さ
れ
た
全
員
が
署
名
す
る
と
い
う
厳
密

な
手
続
が
と
ら
れ
た
と
い
う7

＊

。

２　

統
治
の
実
際
―
―
排
除
の
政
治

と
こ
ろ
が
、
キ
バ
キ
政
権
発
足
後
は
、
キ
バ
キ
派
の
主
導
に
よ
り

そ
れ
ら
事
前
の
約
束
は
す
べ
て
反
古
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
キ
バ
キ

は
、
二
〇
〇
三
年
一
月
の
最
初
の
組
閣
で
早
く
も
覚
書
の
約
束
を
違

え
、
半
数
以
上
の
閣
僚
を
キ
バ
キ
派
か
ら
任
命
し
、
加
え
て
財
務
、

治
安
担
当
国
務
な
ど
重
要
ポ
ス
ト
を
や
は
り
キ
バ
キ
派
に
独
占
さ

せ
た
。
新
憲
法
の
制
定
も
回
避
が
模
索
さ
れ
た
。
キ
バ
キ
が
司
法

大
臣
に
登
用
し
た
ム
ル
ン
ギ
（K

iraitu M
urungi, 

東
部
州
出
身
、

メ
ル
人
）
は
、
二
〇
〇
三
年
の
二
月
の
段
階
で
「
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
政
府
は

一
〇
〇
日
以
内
に
新
憲
法
を
制
定
す
る
と
は
約
束
し
て
い
な
い
、
新

憲
法
制
定
は
六
月
ま
で
に
行
う
」
な
ど
と
述
べ
て
覚
書
を
遵
守
し
な

い
こ
と
を
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た8

＊

。
結
局
新
憲
法
は
制
定
さ

れ
ず
、
首
相
職
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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こ
の
た
め
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
政
権
の
誕
生
に
よ
っ
て
覚
書
で
約
束
し
た

と
お
り
の
ポ
ス
ト
を
得
た
の
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
大
統
領
キ
バ
キ
ほ

か
キ
バ
キ
派
の
み
と
い
う
状
態
が
、
そ
の
後
何
ヵ
月
に
も
わ
た
っ
て

続
く
事
態
と
な
っ
た
。
覚
書
上
の
首
相
、
副
首
相
な
ど
の
ポ
ス
ト
は

現
行
憲
法
に
は
存
在
し
な
い
た
め
、
オ
デ
ィ
ン
ガ
ら
は
閣
僚
職
に
任

命
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た9

＊

。

覚
書
の
約
束
が
果
た
さ
れ
な
い
な
か
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
事
実
上
の
解

体
は
す
ぐ
に
お
こ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
三
月
の
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
国
会
議
員

団
会
合
で
は
早
く
も
オ
デ
ィ
ン
ガ
派
議
員
の
側
か
ら
覚
書
が
遵
守
さ

れ
て
い
な
い
と
す
る
不
満
の
声
が
あ
が
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
国
会
で

の
法
案
採
決
で
野
党
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｕ
と
共
同
歩
調
を
と
る
な
ど
の
発
言
が

な
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
三
月
に
は
、
憲
法
見
直
し
問
題
に
関
す
る
国

会
選
抜
委
員
会
の
新
委
員
長
の
互
選
が
行
わ
れ
た
際
に
、
同
委
員
会

の
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
委
員
の
一
部
が
、
委
員
長
職
再
選
を
目
指
す
オ
デ
ィ
ン

ガ
を
支
持
せ
ず
、
結
局
オ
デ
ィ
ン
ガ
が
落
選
す
る
と
い
う
事
態
が
発

生
し
た
。
委
員
の
一
人
だ
っ
た
上
述
の
司
法
大
臣
ム
ル
ン
ギ
も
対
立

候
補
支
持
に
ま
わ
っ
た
一
人
だ
っ
た
が
、
後
に
こ
の
こ
と
を
問
題
と

さ
れ
る
と
、「
オ
デ
ィ
ン
ガ
を
信
頼
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
」
と
説

明
し
、
そ
の
発
言
自
体
が
物
議
を
醸
し
た
。

こ
の
司
法
大
臣
の
人
事
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
覚
書
の
不
履

行
と
深
く
関
係
す
る
形
で
、
キ
バ
キ
政
権
は
別
の
、
そ
し
て
よ
り
深

刻
な
問
題
―
―
身
内
び
い
き
―
―
を
露
呈
し
て
い
っ
た
。
歴
代
大
統

領
の
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
と
モ
イ
は
い
ず
れ
も
、
閣
議
や
党
の
執
行
委
員

会
な
ど
公
的
な
意
思
決
定
の
仕
組
み
を
超
越
し
た
私
的
な
諮
問
団

（「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」、「
キ
ッ
チ
ン
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
」な
ど
と
呼
ば
れ
る
）

を
つ
く
り
、
意
思
決
定
を
事
実
上
独
占
、
私
物
化
し
て
き
た
。
選
挙

に
よ
る
政
権
交
代
と
い
う
鳴
り
物
入
り
で
第
三
代
大
統
領
の
座
に
つ

い
た
キ
バ
キ
だ
が
、
じ
つ
は
彼
自
身
が
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
、
モ
イ
の
も
と

で
財
務
大
臣
や
副
大
統
領
と
い
っ
た
要
職
を
長
年
務
め
た
経
歴
の
持

ち
主
で
あ
り
、
政
権
交
代
後
の
キ
バ
キ
は
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら

自
ら
の
キ
ッ
チ
ン
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
作
っ
た
。

閣
外
で
重
大
案
件
の
予
備
決
定
を
行
う
こ
と
自
体
の
適
否
の
問
題

も
小
さ
く
な
い
も
の
の
、
い
っ
そ
う
重
大
で
あ
る
の
は
、
キ
バ
キ
の

歴
代
の
「
キ
ッ
チ
ン
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
」
構
成
員
の
（
知
ら
れ
る
か

ぎ
り
）
全
員
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
キ
バ
キ
が
結
成
し
た
政
党
で
あ

る
Ｄ
Ｐ
の
長
年
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
は

一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
国
会
に
三
〇
〜
四
〇
議
席
を
送
り
出
す
主

要
政
党
の
ひ
と
つ
で
は
あ
り
続
け
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
地
盤
は
キ

バ
キ
の
出
身
地
で
あ
る
中
央
州
北
部
と
そ
の
周
辺
各
県
―
―
い
わ
ゆ

る
「
マ
ウ
ン
ト
・
ケ
ニ
ア
地
域
」
―
―
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
偏

り
は
す
な
わ
ち
「
キ
ク
ユ
人
（
お
よ
び
近
縁
の
メ
ル
人
、
エ
ン
ブ
人
。

以
下
同
）」
に
の
み
厚
い
支
持
層
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
中
央
州
を
地
盤
と
す
る
有
力
政
党
と
の
競
合
の
な
か
で

Ｄ
Ｐ
は
、
比
較
的
富
裕
な
農
民
・
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
ら
の
支
持
を
取
り

付
け
る
こ
と
に
集
中
し
て
き
た
。
モ
イ
政
権
下
で
は
野
党
活
動
へ
の

弾
圧
は
激
し
く
、
野
党
は
幹
部
が
従
来
も
っ
て
い
た
人
脈
や
地
縁
を

超
え
る
範
囲
へ
の
影
響
力
拡
大
に
ほ
と
ん
ど
成
功
し
て
こ
な
か
っ
た

が
、
キ
バ
キ
の
Ｄ
Ｐ
も
例
外
で
は
な
く
、
同
党
は
優
れ
て
「
富
裕
キ

ク
ユ
人
階
層
の
政
党
」
で
あ
り
続
け
て
き
た
。

上
述
し
た
よ
う
に
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
実
態
は
ア
ン
ブ
レ
ラ
組
織
に
す
ぎ

ず
、
そ
の
傘
下
の
諸
政
党
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
五
年
を
通
じ
て
解

体
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
キ
バ
キ
の
Ｄ
Ｐ
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た

が
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
も
つ
一
三
〇
議
席＊＊

＊

の
う
ち
「
Ｄ
Ｐ
の
議
席
」
と
判

断
で
き
る
の
は
約
四
〇
に
と
ど
ま
り
、
国
会
全
議
席
の
二
割
に
満
た

な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
な
か
で
も
過
半
に
は
遠
く
い

た
ら
な
い
。
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
、
一
四
も
の
政
党
が
大
同
団
結

し
て
運
営
す
る
新
し
い
政
権
の
誕
生
―
―
画
期
的
だ
っ
た
は
ず
の

二
〇
〇
二
年
総
選
挙
の
あ
と
現
れ
た
も
の
は
、
先
鋭
化
す
る
派
閥
抗

争
と
、国
会
過
半
に
遙
か
に
満
た
な
い
弱
小
勢
力
Ｄ
Ｐ
に
よ
る「
キ
ッ

チ
ン
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
」
の
現
出
と
い
う
排
除
の
政
治
だ
っ
た
。
加

え
て
キ
バ
キ
は
、
大
統
領
と
し
て
の
そ
の
強
大
な
人
事
権＊＊

＊

を
行
使
す

る
際
、
上
述
の
司
法
大
臣
を
は
じ
め
、
財
務
大
臣
、
治
安
担
当
国
務

大
臣
ほ
か
、
中
核
的
な
ポ
ス
ト
に
こ
と
ご
と
く
キ
ク
ユ
人
を
任
命
し

続
け
た
。
中
央
銀
行
総
裁
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
徴
税
局
局
長
な
ど

そ
の
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

ケ
ニ
ア
に
お
け
る
高
官
の
人
事
は
、
そ
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
任
免
権

を
も
つ
大
統
領
が
、
自
ら
の
政
権
に
お
け
る
ポ
ス
ト
配
分
を
ど
の
よ

う
に
行
う
つ
も
り
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。

二
〇
〇
二
年
総
選
挙
に
お
い
て
、
も
と
も
と
多
数
派
が
「
キ
ク
ユ
人

大
統
領
の
政
権
を
選
好
す
る
」
と
い
う
意
味
で
キ
バ
キ
に
投
票
し
た

の
で
あ
っ
た
ら
ま
だ
受
け
入
れ
可
能
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
二
〇
〇
二
年
選
挙
の
争
点
は
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
キ
バ
キ

政
権
に
よ
る
排
除
の
政
治
の
も
た
ら
し
た
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
。

Ⅱ　

政
治
的
対
立
軸
と
化
し
た「
キ
ク
ユ
／
非
キ
ク
ユ
」

１　

キ
バ
キ
に
よ
る
統
治
と
「
キ
ク
ユ
嫌
い
」

キ
バ
キ
政
権
に
よ
る
「
裏
切
り
」
は
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｃ
政
権
成
立
に
沸

き
返
っ
た
人
び
と
の
日
常
生
活
に
、
早
く
か
ら
暗
い
影
を
落
と
す
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
た
ん
な
る
キ
バ
キ
嫌
い
、
キ
バ
キ
政
権
批

判
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
民
族
と
し
て
の
「
キ
ク
ユ
人
」
へ
の

怒
り
へ
と
拡
大
し
て
い
く
様
子
を
、
筆
者
は
こ
の
数
年
を
か
け
て
み

て
き
た
の
だ
と
思
う
。

ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
（
キ
ク
ユ
人
）
政
権
期
の
閣
僚
人
事
で
は
、
独
立
後

の
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
時
点
で
、
キ
ク
ユ
人
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト

と
人
口
比
を
上
回
っ
て
最
大
、
一
方
た
と
え
ば
カ
レ
ン
ジ
ン
人
閣
僚

は
ゼ
ロ
と
に
べ
も
な
か
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
も
キ
ク
ユ

人
の
シ
ェ
ア
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
相
変
わ
ら
ず
高
く
、
カ
レ
ン
ジ

ン
人
は
微
増
し
た
も
の
の
ま
だ
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
と
ど
ま
っ

た
。
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
政
権
の
キ
ク
ユ
人
閣
僚
の
割
合
は
突
出
し
て
高
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か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
を
調
整
し
た
の
が
第
二
代
大
統
領
の

モ
イ
（
カ
レ
ン
ジ
ン
人
）
だ
っ
た
。
モ
イ
政
権
下
で
閣
僚
に
お
け
る

キ
ク
ユ
人
の
シ
ェ
ア
は
だ
い
た
い
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
減
少

し
、
カ
レ
ン
ジ
ン
人
に
つ
い
て
は
、
就
任
後
初
の
内
閣
改
造
で
一
挙

に
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
強
に
増
加
し
た
あ
と
一
定
し
た
。
そ
の
他
の
主

要
民
族
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
モ
イ
は
閣
僚
人
事
で
は
民
族
別

の
人
口
比
に
お
お
い
に
配
慮
し
た
よ
う
で
あ
る
（
津
田 1991

）。
目

立
つ
閣
僚
人
事
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
モ
イ
が
巧
妙
に
民
族
バ
ラ
ン

ス
を
と
っ
た
こ
と
や
、
そ
も
そ
も
カ
レ
ン
ジ
ン
人
（
な
か
で
も
モ
イ

の
属
す
る
ト
ゥ
ゲ
ン
人
）
の
人
口
が
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
モ
イ
政
権
期
で
は
「
モ
イ
の
悪
口
」
は
あ
た
か
も
日
本
で
い
う

天
候
の
挨
拶
の
よ
う
に
共
有
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
民
族
と
し
て

の
「
カ
レ
ン
ジ
ン
嫌
い
」
に
結
び
つ
く
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
歴
史
的
な
大
同
団
結
、
は
じ
め
て
の
選
挙
に
よ
る
政

権
交
代
と
い
う
形
で
多
く
の
選
挙
民
の
夢
を
乗
せ
て
成
立
し
た
は
ず

の
キ
バ
キ
政
権
で
始
ま
っ
た
の
が
、
オ
デ
ィ
ン
ガ
派
排
除
の
政
治
、

そ
し
て
キ
ク
ユ
び
い
き
で
あ
っ
た
。「
マ
ウ
ン
ト
・
ケ
ニ
ア
地
域
」

出
身
で
あ
る
か
否
か
、「
キ
ク
ユ
」
な
の
か
「
非
キ
ク
ユ
」
な
の
か

―
―
モ
イ
政
権
時
代
に
は
一
定
以
上
の
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
こ
の

地
域
的
で
民
族
的
な
レ
ッ
テ
ル
は
、排
他
性
を
漂
わ
せ
る
キ
バ
キ「
Ｄ

Ｐ
」
政
権
の
も
と
で
、
急
速
に
深
刻
な
対
立
軸
へ
と
転
化
し
て
い
っ

た
。た

と
え
ば
筆
者
は
、
キ
バ
キ
政
権
発
足
か
ら
半
年
後
の
二
〇
〇
三

年
半
ば
に
も
ひ
と
月
ほ
ど
ケ
ニ
ア
に
滞
在
し
、
政
治
意
識
に
関
す
る

聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
が
、
そ
の
時
体
験
し
た
「
暗
さ
」
は
忘
れ

が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
古
い
知
人
た
ち
と
の
こ
ん
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
当
時
ケ
ニ
ア
屈
指
の
大
手
建
設
会
社

の
同
僚
同
士
で
あ
り
、
私
が
ケ
ニ
ア
に
行
け
ば
必
ず
集
ま
る
近
し
い

関
係
に
あ
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
の
政
権
交
代
ま
で
は
一
番
の
共
通
の

話
題
は
モ
イ
政
権
批
判
で
あ
り
、
夜
遅
く
ま
で
政
治
談
義
に
耽
る
の

が
常
だ
っ
た
。
し
か
し
政
権
が
代
わ
っ
て
は
じ
め
て
集
ま
っ
た
そ
の

と
き
、
話
の
接
ぎ
穂
に
と
キ
バ
キ
政
権
の
覚
書
不
履
行
問
題
に
触
れ

た
私
の
発
言
は
、
誰
に
も
拾
わ
れ
る
こ
と
な
く
宙
に
浮
か
ん
だ
。
そ

の
後
も
数
時
間
一
緒
に
い
た
が
、
政
治
の
話
は
い
っ
さ
い
出
な
い
ま

ま
に
そ
の
夜
は
解
散
と
な
っ
た
。

後
日
、
彼
ら
の
一
人
ひ
と
り
と
一
対
一
で
会
う
機
会
を
作
っ
て
聞

い
て
み
る
と
、
そ
の
「
沈
黙
」
が
意
図
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。「
一
度
キ
バ
キ
の
話
で
す
ご
く
意
見
が
割
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
以
来
政
治
の
話
は
避
け
て
い
る
」「
私
以
外
は
ル
オ
人
と
ル
イ

ヤ
人
、
み
な
西
の
出
身
だ
。
話
が
合
わ
な
い
」
と
一
人
は
言
っ
た＊＊

＊

。

思
え
ば
彼
は
仲
間
内
で
た
だ
一
人
の
中
央
州
出
身
キ
ク
ユ
人
で
あ
っ

た
。
一
方
「
西
の
出
身
」
と
言
わ
れ
た
う
ち
の
一
人
（
民
族
的
な
分

類
で
い
え
ば
、
彼
は
「
ル
オ
人
」
と
な
る
）
も
、
意
図
的
だ
っ
た
と

教
え
て
く
れ
た
。「
中
央
州
の
人
は
キ
バ
キ
政
権
を
支
持
し
て
る
か

ら
。
政
治
の
話
は
飲
み
会
で
は
も
う
し
な
い
」＊＊

＊

。

上
述
し
た
よ
う
に
、
ケ
ニ
ア
の
政
党
や
政
治
家
の
活
動
は
、
幹
部

の
人
脈
や
地
縁
に
依
拠
す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
た
め
た
と
え
ば
キ

ク
ユ
人
、
ル
オ
人
、
ル
イ
ヤ
人
そ
れ
ぞ
れ
の
お
も
な
居
住
地
域
を
地

盤
と
す
る
強
力
な
政
党
、
派
閥
は
モ
イ
政
権
期
か
ら
あ
り
、
知
人
た

ち
の
政
治
的
な
支
持
は
そ
れ
ま
で
も
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な

か
っ
た
。
出
身
地
の
違
い
や
支
持
政
党
、派
閥
の
違
い
を
前
提
と
し
、

そ
れ
で
も
な
お
、
政
治
談
義
に
花
を
咲
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
二
〇
〇
二
年
の
政
権
交
代
を
境
に
お
こ
っ
た
の
は
、「
中
央
州

の
人
」「
西
の
出
身
」「
ル
オ
人
」
と
の
名
付
け
だ
っ
た
。
彼
ら
は
そ

れ
以
後
い
ま
で
も
、
直
接
の
会
話
の
場
で
は
政
治
に
関
し
て
口
を
閉

ざ
し
た
ま
ま
の
状
態
を
続
け
て
い
る
。

同
様
の
現
象
は
、
ケ
ニ
ア
有
数
の
国
立
大
学
で
あ
る
ナ
イ
ロ
ビ
大

学
の
メ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
「
シ
ニ
ア
・
コ
モ
ン
・
ル
ー

ム
」
と
呼
ば
れ
る
大
学
教
員
食
堂
で
も
起
こ
っ
て
い
た
。
大
学
の
敷

地
内
と
い
う
こ
と
で
、
一
党
制
時
代
で
さ
え
比
較
的
言
論
の
自
由
度

が
高
か
っ
た
こ
の
食
堂
―
―
通
称
「
シ
ニ
ア
」
―
―
は
、
教
授
、
講

師
、
大
学
付
属
研
究
所
の
研
究
員
に
加
わ
っ
て
元
教
授
、
元
講
師
ら

も
自
由
に
出
入
り
し
、
ケ
ニ
ア
政
治
に
つ
い
て
お
お
い
に
論
議
す
る

場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
教
員
ら
の
出
身
地
域
や
民
族

的
な
属
性
は
多
様
で
あ
る
。
モ
イ
政
権
時
代
、
彼
ら
と
の
待
ち
合
わ

せ
は
、
い
つ
も
「
シ
ニ
ア
で
」
の
一
言
で
事
足
り
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
二
〇
〇
二
年
の
政
権
交
代
を
境
に
「
シ
ニ
ア
で
」
の
声

が
ま
っ
た
く
か
か
ら
な
く
な
っ
た
。
友
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
元
ナ
イ

ロ
ビ
大
学
講
師
に
尋
ね
て
み
る
と
、「
最
近
あ
そ
こ
は
雰
囲
気
が
悪

い
」
と
言
う＊＊

＊

。
別
の
「
シ
ニ
ア
」
常
連
の
ナ
イ
ロ
ビ
大
学
付
属
研
究

所
研
究
員
も
同
じ
だ
っ
た
。
彼
は
民
族
的
属
性
で
い
え
ば
メ
ル
人
、

ま
さ
に
「
マ
ウ
ン
ト
・
ケ
ニ
ア
地
域
」
の
出
身
で
あ
る
。
ケ
ニ
ア
政

治
の
研
究
で
世
界
の
学
会
を
リ
ー
ド
す
る
彼
は
、
食
堂
を
覗
け
ば
た

い
て
い
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
「
シ
ニ
ア
」
常
連
で
あ
っ

た
。
だ
が
キ
バ
キ
政
権
成
立
後
、
半
年
し
て
再
会
し
た
時
、
彼
が
待

ち
合
わ
せ
場
所
と
し
て
指
定
し
て
き
た
の
は
、
大
学
の
真
向
か
い
に

あ
る
高
級
ホ
テ
ル
の
テ
ラ
ス
だ
っ
た
。「
シ
ニ
ア
」
だ
っ
た
ら
二
人

分
の
昼
食
を
優
に
ま
か
な
え
る
よ
う
な
金
額
の
ソ
ー
ダ
一
本
を
見
や

り
な
が
ら
彼
は
、「
も
う
シ
ニ
ア
に
は
行
か
な
い
」
と
言
い
、「
あ
そ

こ
で
政
治
の
話
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
私
は
マ
ウ
ン
ト
・
ケ
ニ
ア
の

出
身
だ
ろ
う
？

何
を
言
っ
て
も
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
る
と
判
断

さ
れ
て
不
愉
快
だ
。
少
し
で
も
キ
バ
キ
政
権
を
プ
ラ
ス
に
評
価
す
る

と
、
そ
れ
は
私
が
あ
の
地
域
の
人
間
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
学
教
員
が
あ
れ
で
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
も
終
わ
り
だ
」
と
続
け
た＊＊

＊

。

そ
の
後
も
キ
バ
キ
政
権
下
で
多
く
の
元
「
シ
ニ
ア
」
常
連
と
会
っ

て
き
た
が
、結
局
一
度
も「
シ
ニ
ア
」を
使
っ
て
い
な
い
。「
シ
ニ
ア
」

を
「
雰
囲
気
が
悪
い
」
と
言
っ
て
い
た
上
述
の
元
ナ
イ
ロ
ビ
大
学
講

師
（
ニ
ャ
ン
ザ
州
出
身
、
キ
シ
イ
人
）
は
、
二
〇
〇
六
年
に
再
会
し

た
と
き
に
は
「
せ
っ
か
く
政
権
が
代
わ
っ
た
の
に
、
キ
ク
ユ
人
が
国

を
独
り
占
め
し
て
い
て
、私
た
ち
は
貧
し
い
ま
ま
だ
。
キ
ク
ユ
人
は
、

私
た
ち
と
は
別
」
と
ま
で
言
い
、「
キ
ク
ユ
／
非
キ
ク
ユ
」
と
い
う

先
ほ
ど
の
建
設
会
社
の
知
人
た
ち
が
採
用
し
た
の
と
同
じ
対
立
軸
を
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内
面
化
し
て
い
る
様
子
を
私
に
み
せ
た＊＊

＊

。

知
人
た
ち
と
の
限
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

キ
バ
キ
の
統
治
下
で
「
キ
ク
ユ
嫌
い
」
が
先
鋭
化
し
、「
キ
ク
ユ
／

非
キ
ク
ユ
」
の
別
が
対
立
軸
と
な
っ
て
い
っ
た
様
子
が
如
実
に
表
れ

て
い
る
。
そ
の
傾
向
を
、
公
式
に
、
き
わ
め
て
マ
ク
ロ
な
形
で
全
国

に
知
ら
し
め
る
作
用
を
も
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
実
施

さ
れ
た
国
民
投
票
だ
っ
た
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
大
統
領
権
力
の
縮
小
を
嫌
っ
た
キ
バ
キ
派

は
、
新
憲
法
の
制
定
に
つ
い
て
も
覚
書
の
約
束
を
反
古
に
し
た
。
大

統
領
権
力
の
縮
小
を
規
定
し
て
い
た
当
時
の
既
存
草
案
は
強
行
的
に

換
骨
奪
胎
さ
れ
、オ
デ
ィ
ン
ガ
派
を
は
じ
め
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、メ
デ
ィ

ア
の
批
判
を
浴
び
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
現
行
憲
法
と
ほ
ぼ
同
程
度

の
大
統
領
権
力
を
温
存
す
る
、
形
ば
か
り
の
「
新
」
憲
法
案
が
国
民

投
票
に
か
け
ら
れ
た
。
強
権
的
な
政
治
手
法
、
そ
し
て
草
案
か
ら
か

け
離
れ
た
内
容
そ
の
も
の
へ
の
批
判
は
強
く
、
国
民
投
票
の
結
果
、

新
憲
法
案
は
否
決
さ
れ
て
現
行
憲
法
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
新
憲
法
案
に
多
数
が
賛

成
票
を
投
じ
た
選
挙
区
が
、あ
か
ら
さ
ま
に
中
央
州
、東
部
州
中
部
、

す
な
わ
ち
「
マ
ウ
ン
ト
・
ケ
ニ
ア
地
域
」
と
、そ
し
て
リ
フ
ト
バ
レ
ー

州
中
部
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
キ
ク
ユ
人
の
人
口
比
率
が

高
い
地
域
だ
け
が
、
キ
ク
ユ
人
で
あ
る
キ
バ
キ
が
先
導
し
た
悪
評
高

い
新
憲
法
案
に
こ
ぞ
っ
て
賛
成
し
た
、
と
み
え
る
結
果
に
終
わ
っ
た

の
で
あ
る＊＊

＊

。

中
央
州
と
そ
の
周
辺
で
は
、
現
副
首
相
の
ウ
フ
ル
・
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ

を
は
じ
め
と
し
て
有
力
な
政
治
エ
リ
ー
ト
が
政
府
の
新
憲
法
案
へ
の

反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
主
導
し
て
お
り
、
キ
ク
ユ
人
政
治
家
た
ち
は

け
っ
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
投
票
の
結
果
は
、
大

多
数
の
反
対
の
な
か
で
、
い
か
に
も
大
統
領
の
出
身
民
族
だ
け
が
大

統
領
派
作
成
の
憲
法
案
に
賛
成
し
た
よ
う
に
み
え
る
、
地
理
的
に
か

な
り
偏
っ
た
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
結
果
は
、
ケ
ニ
ア
の
各

種
メ
デ
ィ
ア
で
大
き
く
報
道
さ
れ
、「
キ
ク
ユ
び
い
き
の
キ
バ
キ
政

権
を
支
持
し
て
い
る
の
は
キ
ク
ユ
人
だ
け
」
と
い
う
印
象
が
ば
ら
ま

か
れ
る
格
好
に
な
っ
た
。

前
大
統
領
モ
イ
の
統
治
は
上
述
し
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
な

悪
弊
を
抱
え
て
い
た
が
、
モ
イ
は
自
身
が
突
出
し
た
憎
ま
れ
役
に
な

る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
「
国
民
」
を
ま
と
め
上
げ
る
存
在
に
い
つ
の

間
に
か
成
り
え
て
い
た
―
―
そ
ん
な
評
価
さ
え
可
能
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
大
統
領
の
出
身
民
族
に
属
す
る
人
び
と
と
、
そ
れ
以
外
の
民

族
を
出
身
と
す
る
人
び
と
と
の
間
で
、
こ
れ
ほ
ど
深
刻
な
社
会
的
亀

裂
が
走
る
と
い
う
の
は
、
キ
バ
キ
政
権
成
立
後
の
五
年
間
で
の
新
し

い
現
象
だ
っ
た
。
キ
バ
キ
は
憎
い
が
、
の
う
の
う
と
キ
バ
キ
を
支
持

し
て
い
る
「
よ
う
に
み
え
る
」
キ
ク
ユ
人
も
憎
い
―
―
「
非
キ
ク
ユ

人
」
の
間
に
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な

「
キ
ク
ユ
嫌
い
」
の
「
空
気
」
が
横
溢
し
て
い
っ
た
と
筆
者
は
感
じ

て
い
る
。
前
出
の
ナ
イ
ロ
ビ
大
学
付
属
研
究
所
研
究
員
は
「
民
族
で

ケ
ニ
ア
社
会
が
分
裂
し
か
か
っ
て
い
る
」「
未
曾
有
の
社
会
的
危
機
」

と
述
べ
て
、
早
く
か
ら
危
機
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た＊＊

＊

。
キ
バ
キ
政

権
か
ら
漂
い
出
た
こ
の
「
キ
ク
ユ
び
い
き
」
と
い
う
排
他
を
前
に
し

た
ケ
ニ
ア
社
会
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
間
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。２　

投
票
か
ら
暴
力
へ

キ
バ
キ
政
権
に
よ
る
排
除
の
政
治
が
続
く
な
か
で
、
現
状
打
破
の

有
力
な
手
段
と
期
待
さ
れ
た
の
が
、
二
〇
〇
七
年
の
総
選
挙
だ
っ

た
。
筆
者
が
総
選
挙
実
施
の
直
前
に
あ
た
る
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に

ケ
ニ
ア
を
訪
ね
た
と
き
、
病
気
の
子
ど
も
を
抱
え
る
父
で
も
あ
り
、

貧
し
い
失
業
者
で
も
あ
り
、
そ
し
て
「
非
キ
ク
ユ
人
」
で
も
あ
る
古

い
知
人
（
沿
岸
州
出
身
、
タ
イ
タ
人
）
が
、「
覚
書
の
約
束
を
破
っ

た
キ
バ
キ
は
憎
い
。
だ
か
ら
次
の
選
挙
を
ず
っ
と
五
年
間
待
っ
て
い

た
。
選
挙
で
交
代
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
。
投
票
が
私
た
ち
に
と
っ
て

の
武
器
な
の
だ
」
と
言
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た＊＊

＊

。
実
際
に

二
〇
〇
二
年
に
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、

選
挙
へ
の
信
頼
は
と
て
も
厚
い
も
の
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

二
〇
〇
七
年
に
な
る
と
、
ケ
ニ
ア
は
総
選
挙
一
色
と
い
う
雰
囲
気

に
な
っ
た
。
当
然
、
大
統
領
選
挙
の
争
点
は
キ
バ
キ
政
権
を
交
代
さ

せ
る
か
否
か
に
収
斂
し
た
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
キ
バ
キ
は
中

央
州
出
身
の
キ
ク
ユ
人
、
対
す
る
オ
デ
ィ
ン
ガ
は
ニ
ャ
ン
ザ
州
出
身

の
ル
オ
人
で
あ
る
。
た
だ
し
オ
デ
ィ
ン
ガ
は
、
よ
り
民
主
的
な
新
憲

法
制
定
を
求
め
る
動
き
の
な
か
で
二
〇
〇
五
年
に
結
成
さ
れ
た
Ｏ
Ｄ

Ｍ
の
公
認
を
受
け
て
お
り
、
大
統
領
権
限
の
縮
小
を
よ
し
と
し
な

か
っ
た
キ
バ
キ
政
権
を
批
判
す
る
改
革
派
の
立
場
を
特
徴
と
し
て
い

た
。二

〇
〇
五
年
の
国
民
投
票
結
果
か
ら
予
想
さ
れ
た
両
者
の
支
持
基

盤
の
分
布
は
、
オ
デ
ィ
ン
ガ
優
勢
を
指
し
示
す
も
の
だ
っ
た
。
オ

デ
ィ
ン
ガ
は
、地
元
ニ
ャ
ン
ザ
州
、隣
接
す
る
西
部
州
は
も
と
よ
り
、

キ
バ
キ
の
五
年
間
の
統
治
に
不
満
を
も
つ
層
の
結
集
先
と
し
て
、
全

国
で
広
い
支
持
を
得
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

カ
レ
ン
ジ
ン
人
の
強
制
退
去
問
題
な
ど
を
背
景
に
キ
バ
キ
政
権
に
対

す
る
強
い
不
満
が
生
ま
れ
て
い
た
リ
フ
ト
バ
レ
ー
州
が
ま
ず
あ
げ
ら

れ
る
。
加
え
て
、
キ
バ
キ
政
権
下
で
テ
ロ
取
り
締
ま
り
と
称
し
て
ム

ス
リ
ム
の
人
権
侵
害
が
横
行
し
て
い
る
と
し
て
、
ム
ス
リ
ム
の
人
び

と
の
間
に
は
政
府
へ
の
強
い
不
満
が
広
が
っ
て
い
た
。
ム
ス
リ
ム
人

口
は
東
部
州
北
部
、
北
東
州
、
沿
岸
州
で
は
住
民
の
多
数
を
占
め
る
。

一
方
、
キ
バ
キ
に
つ
い
て
は
、
キ
ク
ユ
人
が
住
民
の
多
数
を
占
め

る
地
域
と
し
て
、地
元
中
央
州
、東
部
州
中
部
お
よ
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー

州
中
部
で
の
支
持
は
見
込
ま
れ
た
。
ほ
か
に
キ
バ
キ
が
副
大
統
領
な

ど
に
登
用
し
た
政
治
エ
リ
ー
ト
の
出
身
地
で
あ
る
西
部
州
の
一
部
で

や
は
り
支
持
が
予
測
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
領
域
は
自
ず
と
限

定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

オ
デ
ィ
ン
ガ
優
勢
の
構
図
は
、
世
論
調
査
で
も
示
さ
れ
た
。

二
〇
〇
七
年
総
選
挙
前
に
民
間
の
複
数
の
調
査
会
社
が
繰
り
返
し
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行
っ
た
世
論
調
査
で
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
つ
ね
に
オ

デ
ィ
ン
ガ
へ
の
支
持
率
が
キ
バ
キ
へ
の
そ
れ
を
上
回
る
結
果
が
出
さ

れ
た
（Saturday N

ation 2007a; 2007b

）。
筆
者
は
一
二
月
半
ば

ま
で
ケ
ニ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
段
階
で
オ
デ
ィ
ン
ガ
支
持

の
知
人
た
ち
は
、
毎
回
の
世
論
調
査
の
結
果
に
胸
を
な
で
下
ろ
し
、

早
く
も
前
祝
い
ム
ー
ド
で
あ
っ
た
。

投
票
日
の
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
七
日
早
朝
、
ケ
ニ
ア
の
各
投
票

所
で
は
、
恒
例
と
な
っ
た
長
い
行
列
が
各
地
で
み
ら
れ
た
。
大
き
な

混
乱
は
報
告
さ
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
総
選
挙
と
変

わ
ら
な
い
様
子
で
選
挙
は
始
ま
り
、
同
日
の
夕
刻
、
投
票
は
締
め
切

ら
れ
、
予
定
ど
お
り
即
日
開
票
が
始
ま
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
総
選
挙
で
は
、
投
票
所
は
全
国
で
お
よ
そ

二
万
七
〇
〇
〇
ヵ
所
設
け
ら
れ
た
。
す
べ
て
選
管
の
監
督
下
に
あ

り
、
各
投
票
所
で
は
即
日
開
票
が
行
わ
れ
る
。
投
票
所
レ
ベ
ル
の
開

票
結
果
は
、い
っ
た
ん
選
挙
区
レ
ベ
ル
集
計
所
（
全
国
二
一
〇
ヵ
所
）

に
集
め
ら
れ
、
国
会
議
員
候
補
と
大
統
領
候
補
の
選
挙
区
レ
ベ
ル
得

票
が
集
計
さ
れ
る
。
国
会
議
員
は
選
挙
区
で
の
最
大
得
票
で
当
選
と

な
る
の
で
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
事
実
上
当
選
者
が
判
明
す
る
こ
と
に
な

る
。
選
挙
区
レ
ベ
ル
集
計
所
の
集
計
結
果
は
選
管
に
届
け
ら
れ
、
選

管
が
地
方
議
会
議
員
・
国
会
議
員
の
当
選
者
を
正
式
に
発
表
す
る
ほ

か
、
大
統
領
選
挙
の
全
国
レ
ベ
ル
の
得
票
を
集
計
し
、
当
選
者
を
正

式
に
発
表
す
る
。
投
票
所
、
選
挙
区
レ
ベ
ル
集
計
所
、
ナ
イ
ロ
ビ
の

選
管
の
い
ず
れ
の
レ
ベ
ル
に
も
内
外
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
は
じ
め
テ

レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
新
聞
な
ど
メ
デ
ィ
ア
が
入
る
こ
と
が
で
き
、
投
票

日
の
当
日
夜
か
ら
、ケ
ニ
ア
の
代
表
的
な
ラ
ジ
オ
、テ
レ
ビ
か
ら
は
、

一
日
中
選
挙
速
報
が
流
れ
る
状
態
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
最
終
的
に

ナ
イ
ロ
ビ
の
選
管
が
正
式
な
当
選
者
発
表
を
す
る
前
の
段
階
で
、
国

会
議
員
、
大
統
領
と
も
に
か
な
り
の
趨
勢
が
判
明
す
る
（
と
人
び
と

が
考
え
や
す
い
）
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

実
際
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
は
二
七
日
夜
の
段
階
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と

速
報
値
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
投
票
所
レ
ベ
ル
・
選
挙
区
レ
ベ

ル
の
国
会
議
員
選
挙
結
果
と
し
て
報
じ
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り
オ

デ
ィ
ン
ガ
の
Ｏ
Ｄ
Ｍ
が
キ
バ
キ
の
Ｐ
Ｎ
Ｕ
を
大
き
く
上
回
っ
て
議
席

を
伸
ば
し
て
い
る
と
の
速
報
値
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
開
票
作
業
が

進
む
に
つ
れ
、
キ
バ
キ
側
閣
僚
が
国
会
議
員
選
挙
で
大
量
に
落
選
し

た
模
様
と
の
速
報
が
あ
り
、
一
二
月
三
〇
日
ま
で
に
は
、
オ
デ
ィ
ン

ガ
の
Ｏ
Ｄ
Ｍ
が
国
会
第
一
党
に
な
っ
た
こ
と
が
事
実
上
判
明
し
た
。

一
二
月
三
〇
日
午
前
の
時
点
で
は
、
事
前
の
各
社
世
論
調
査
の
結

果
の
と
お
り
、
実
際
の
大
統
領
選
挙
で
も
速
報
で
は
終
始
オ
デ
ィ
ン

ガ
が
リ
ー
ド
、
さ
ら
に
国
会
議
員
選
挙
で
は
キ
バ
キ
側
閣
僚
が
大
量

落
選
し
オ
デ
ィ
ン
ガ
の
政
党
Ｏ
Ｄ
Ｍ
が
国
会
第
一
党
と
な
る
の
が
確

実
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
こ
の
開
票
、
地
方
レ
ベ
ル
の
集
計
の
段
階

に
な
っ
て
も
、
一
部
の
選
挙
区
で
混
乱
が
あ
っ
た
も
の
の
、
お
お
む

ね
平
和
裡
に
総
選
挙
は
終
了
し
つ
つ
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ
の
直
後
に
発
生
し
た
。
一
二
月
三
〇
日
の

午
後
五
時
、
最
終
的
な
集
計
作
業
に
あ
た
っ
て
い
た
選
管
が
、
キ

バ
キ
の
総
得
票
数
は
四
五
八
万
四
七
二
一
票
、
オ
デ
ィ
ン
ガ
の
総

得
票
数
は
四
三
五
万
二
九
九
三
票
だ
っ
た
と
し
て
、「
キ
バ
キ
が
大

統
領
選
挙
に
当
選
し
た
」
と
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
ニ
ア
の
有

権
者
数
は
約
一
四
〇
〇
万
人
、
二
〇
〇
七
年
総
選
挙
は
七
割
を
超
え

る
高
い
得
票
率
と
な
り
、
大
統
領
選
挙
で
の
総
有
効
投
票
数
は
約

一
〇
〇
〇
万
票
に
達
し
た
。
そ
の
う
ち
わ
ず
か
二
〇
数
万
票
の
僅
差

で
、突
如
と
し
て
キ
バ
キ
が（
逆
転
）勝
利
、と
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
発
表
は
ケ
ニ
ア
国
営
放
送
の
生
放
送
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
テ

レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
全
国
で
流
さ
れ
た
。

つ
い
で
午
後
六
時
過
ぎ
、
夕
闇
の
迫
る
大
統
領
官
邸
に
お
い
て
、

キ
バ
キ
は
急
遽
大
統
領
へ
の
就
任
宣
誓
式
を
断
行
し
た
。
午
前
ま
で

の
「
オ
デ
ィ
ン
ガ
有
利
」
の
報
道
か
ら
わ
ず
か
数
時
間
後
と
は
思
え

な
い
、
ま
さ
に
青
天
の
霹
靂
の
展
開
で
あ
り
、
ま
た
、
日
を
改
め
て

数
十
万
人
の
収
容
が
可
能
な
会
場
で
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
て
き
た
通

例
の
就
任
宣
誓
式
と
比
べ
、
い
か
に
も
異
様
で
あ
っ
た
。
選
管
委
員

長
に
よ
る
キ
バ
キ
当
選
の
発
表
と
同
様
に
、
こ
の
様
子
も
テ
レ
ビ
・

ラ
ジ
オ
で
全
国
に
配
信
さ
れ
た
。

「
選
管
に
よ
る
集
計
作
業
の
過
程
で
結
果
が
歪
め
ら
れ
た
」「
不
正

選
挙
が
行
わ
れ
た
」
と
多
く
の
人
が
感
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む

し
ろ
当
然
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
オ
デ
ィ
ン
ガ
を
支
持
し
た
有
権

者
に
と
っ
て
「
不
正
選
挙
に
よ
る
キ
バ
キ
の
再
選
」
と
は
、「
唯
一

の
平
和
的
な
抗
議
手
段
の
剥
奪
」
と
同
義
だ
っ
た
。
す
で
に
オ
デ
ィ

ン
ガ
の
勝
利
を
祝
お
う
と
前
祝
い
ム
ー
ド
で
路
上
に
繰
り
出
し
て
い

た
若
者
を
中
心
に
「
不
正
選
挙
」
と
し
て
激
し
い
抗
議
行
動
が
お
こ

り
、
全
国
各
地
で
暴
動
と
住
民
襲
撃
事
件
が
発
生
し
た
の
は
キ
バ
キ

の
一
方
的
な
大
統
領
就
任
宣
誓
の
直
後
、一
二
月
三
〇
日
夜
だ
っ
た
。

本
当
に
キ
バ
キ
を
当
選
さ
せ
る
た
め
の
不
正
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
独
立
の
調
査
委
員
会
が
調
査
し
た
も
の
の
、
結
局
、

真
相
は
不
明
と
さ
れ
た
（IREC 2008

）。
し
か
し
、
も
し
キ
バ
キ
側

が
大
規
模
な
不
正
に
よ
り
勝
利
宣
言
を
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

政
治
的
安
定
と
い
う
見
地
か
ら
み
て
も
っ
と
も
危
険
な
手
段
を
と
っ

た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
貧
困
や
政
治
へ
の
怒
り

を
表
す
手
段
を
、
五
年
お
き
の
投
票
以
外
に
も
た
な
い
、
そ
の
よ
う

な
人
び
と
に
と
っ
て
の
選
挙
を
無
意
味
に
す
る
よ
う
な「
手
段
」は
、

け
っ
し
て
と
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

暴
力
の
直
接
の
矛
先
は
、
大
統
領
官
邸
で
も
キ
バ
キ
派
閣
僚
た
ち

で
も
な
く
、「
キ
バ
キ
支
持
」
と
み
ら
れ
て
い
た
一
般
の
キ
ク
ユ
人

へ
と
ま
ず
向
か
っ
た
。
続
い
て
、「
キ
ク
ユ
人
組
織
」
を
自
称
す
る

武
装
集
団
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
非
キ
ク
ユ
人
へ
の
襲
撃
が
多
発
し

た
。
暴
動
・
住
民
襲
撃
事
件
は
、
ナ
イ
ロ
ビ
を
は
じ
め
と
す
る
全
国

の
主
要
都
市
、
そ
し
て
、
キ
ク
ユ
人
住
民
と
そ
れ
以
外
の
ル
オ
人
、

カ
レ
ン
ジ
ン
人
な
ど
の
住
民
が
交
わ
っ
て
住
む
領
域
、
と
く
に
リ
フ

ト
バ
レ
ー
州
に
集
中
し
て
発
生
し
た
。
五
年
か
け
て
醸
成
さ
れ
た

「
キ
ク
ユ
／
非
キ
ク
ユ
」
の
対
峙
と
い
う
構
図
が
、
こ
の
と
き
つ
い

に
選
挙
で
の
投
票
と
い
う
次
元
を
離
れ
、
暴
力
化
し
た
の
だ
っ
た
。
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お
わ
り
に

現
行
の
ケ
ニ
ア
の
法
制
度
に
お
い
て
は
、
資
源
配
分
や
居
住
地
域

な
ど
で
特
定
民
族
を
優
先
（
非
優
先
）
す
る
よ
う
な
規
定
は
基
本
的

に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
民
族
別
政
党
も
非
合
法
で
あ
る
。

そ
う
し
た
制
度
と
運
用
の
か
ね
あ
い
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
民
主
化

と
政
治
的
安
定
を
両
立
さ
せ
て
き
た
ケ
ニ
ア
が
、
今
回
つ
い
に
躓
い

た
。
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と
し
て
暴
力
が
起
こ
さ
れ
て
い
た

一
九
九
〇
年
代
と
は
違
い
、
今
回
の
ケ
ニ
ア
で
は
、
総
選
挙
自
体
が

失
敗
し
、
い
わ
ば
選
挙
の
代
替
物
と
し
て
大
規
模
な
暴
力
が
ふ
る
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
対
立
軸
は
、「
キ
ク
ユ
／
非
キ
ク
ユ
」

と
い
う
、
民
族
に
纏
わ
る
形
を
と
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
「
キ
ク
ユ
」
と
「
非
キ
ク
ユ
」
と
い
う
二
分
法
自

体
の
理
解
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
キ
ク
ユ
／
非
キ
ク
ユ
」
の

別
が
暴
力
の
現
場
で
の
意
味
あ
る
対
立
軸
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ

ど
遠
い
過
去
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
五
年
間
で
、

複
数
政
党
制
政
治
に
お
け
る
権
力
抗
争
に
関
連
し
て
、
急
速
に
成
立

し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
本
稿
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
今
回
の
危

機
に
は
、
そ
の
背
後
に
、
国
民
の
多
数
派
の
意
思
が
政
権
運
営
に
反

映
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
、
民
主
主
義
の
貫
徹
を
求
め
る
と
い
う
意

味
で
し
ご
く
真
っ
当
な
願
い
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
今
回

の
「
二
〇
〇
七
年
選
挙
後
暴
力
」
の
背
景
に
は
、
た
ん
な
る
民
族
的

属
性
の
違
い
に
は
回
収
さ
れ
え
な
い
要
素
―
―
す
な
わ
ち
、（
１
）

大
同
団
結
の
夢
を
乗
せ
て
成
立
し
た
は
ず
の
キ
バ
キ
政
権
が
、
事
前

の
合
意
を
裏
切
っ
て
、
キ
バ
キ
派
の
み
に
よ
る
政
治
、「
キ
ク
ユ
び

い
き
」
と
揶
揄
さ
れ
た
排
除
の
政
治
を
続
け
た
こ
と
へ
の
抗
議
、
そ

し
て
（
２
）
排
除
の
政
治
の
帰
結
と
し
て
当
然
起
こ
る
は
ず
で
あ
っ

た
多
数
派「
非
キ
ク
ユ
」の
推
す
オ
デ
ィ
ン
ガ
率
い
る
政
権
交
代
が
、

不
正
が
強
く
疑
わ
れ
る
形
で
死
産
に
終
わ
っ
た
こ
と
へ
の
拒
否
―
―

こ
そ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
民
族
を
旗
印
と
す
る
よ
う
な
暴
力
が
結
果
と
し
て
大
規

模
に
発
生
し
て
し
ま
っ
た
過
去
を
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ケ
ニ
ア

に
お
け
る
複
数
政
党
制
政
治
は
、
い
ま
や
大
規
模
な
暴
力
と
背
中
合

わ
せ
の
関
係
に
あ
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。「
植
民
地

主
義
者
は
部
族
で
ア
フ
リ
カ
人
を
分
断
し
、
い
ま
ま
た
舞
い
戻
っ
て

き
て
今
度
は
複
数
政
党
制
で
ア
フ
リ
カ
人
を
さ
ら
に
分
断
し
よ
う
と

し
て
い
る
」（M

asenya 1991

）、「
政
治
的
安
定
が
破
壊
さ
れ
る
だ

ろ
う
」（O

m
ari 1992

）。
前
大
統
領
モ
イ
が
、
一
党
制
時
代
に
自
ら

の
強
大
な
権
力
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
繰
り
返
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ

う
し
た
主
張
が
、
い
ま
は
ま
る
で
不
吉
な
予
言
の
よ
う
に
響
く
。
収

束
を
果
た
し
た
「
二
〇
〇
七
年
選
挙
後
暴
力
」
は
す
で
に
「
記
憶
」

の
問
題
と
し
て
扱
う
べ
き
領
域
に
入
っ
た
。
そ
の
「
記
憶
」
の
有
り

様
、
そ
し
て
そ
の
果
た
す
役
割
と
を
見
つ
め
る
作
業
を
将
来
の
課
題

に
託
し
、
本
稿
の
結
び
に
か
え
た
い
。

◉
注

＊
１　

一
九
九
〇
年
代
以
降
は
民
族
別
人
口
に
関
す
る
国
勢
調
査
結
果

は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
ま
も
最
大
の
規
模
を
も
つ
民
族
は
キ

ク
ユ
人
（
人
口
の
約
二
割
。
な
お
ケ
ニ
ア
の
現
在
の
人
口
は
お
よ
そ

三
四
〇
〇
万
人
）、
つ
い
で
一
割
強
を
占
め
る
ル
イ
ヤ
人
、
ル
オ
人
、
カ

レ
ン
ジ
ン
人
、
カ
ン
バ
人
と
続
き
、
そ
の
五
つ
の
民
族
の
合
計
で
ケ
ニ

ア
人
口
の
約
七
割
を
占
め
る
と
考
え
て
よ
い
。
ケ
ニ
ア
の
分
類
で
は
民

族
は
四
〇
以
上
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
人
口
の
残
り
の
三
割
を
シ
ェ
ア

数
パ
ー
セ
ン
ト
の
多
数
の
民
族
が
分
け
合
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ク

ユ
人
が
住
民
の
多
数
を
占
め
る
の
は
、中
央
州
お
よ
び
リ
フ
ト
・
バ
レ
ー

州
の
中
部
で
あ
る
。
ル
イ
ヤ
人
は
西
部
州
、
ル
オ
人
は
ニ
ャ
ン
ザ
州
、

カ
レ
ン
ジ
ン
人
は
リ
フ
ト
バ
レ
ー
州
（
と
く
に
州
の
中
北
部
）、
カ
ン
バ

人
は
東
部
州（
と
く
に
州
の
南
部
）で
そ
れ
ぞ
れ
多
数
を
占
め
る（
図
１
）。

＊
２　

ケ
ニ
ア
の
総
選
挙
は
、
大
統
領
選
挙
、
国
会
議
員
選
挙
、
そ
し
て

地
方
議
会
議
員
選
挙
の
三
つ
の
選
挙
か
ら
な
り
、
一
人
一
票
の
も
と
で

の
同
日
選
挙
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
基
本
的
に
五
年
お
き
に
開

催
さ
れ
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
大
統
領
選
挙
で
当
選
す
る

た
め
に
は
、
最
大
得
票
の
他
に
、
ケ
ニ
ア
を
構
成
す
る
八
つ
の
州
の
う

ち
五
州
以
上
で
有
効
投
票
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
そ
れ
ぞ
れ
獲
得

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
、
五
州
二
五
パ
ー
セ

ン
ト
・
ル
ー
ル
）。
た
ん
に
得
票
が
多
く
て
も
十
分
で
な
く
、
全
国
で
満

遍
な
く
得
票
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
こ
の
仕
組
み
は
「
一
部
の
民
族

の
支
持
ば
か
り
で
は
大
統
領
に
当
選
で
き
な
い
」
と
い
う
含
意
を
も
つ
。

＊
３　

な
お
、
危
機
発
生
後
は
、
早
期
か
ら
欧
米
の
外
交
団
や
ア
フ
リ
カ

連
合
の
議
長
、
ウ
ガ
ン
ダ
大
統
領
な
ど
が
調
停
を
試
み
、
最
終
的
に
は

ア
ナ
ン
（K

ofi A
nnan

）
前
国
連
事
務
総
長
ら
に
よ
る
調
停
が
奏
功
し

た
。
二
〇
〇
八
年
二
月
に
は
キ
バ
キ
、
オ
デ
ィ
ン
ガ
の
両
者
が
、
ア
ナ

ン
ら
の
立
ち
会
い
の
も
と
、（
１
）
新
政
権
は
キ
バ
キ
を
擁
立
し
た
Ｐ
Ｎ

Ｕ
と
オ
デ
ィ
ン
ガ
を
擁
立
し
た
Ｏ
Ｄ
Ｍ
の
大
連
立
政
権
と
し
、
大
統
領

に
は
キ
バ
キ
が
就
任
す
る
、（
２
）
オ
デ
ィ
ン
ガ
の
就
任
を
前
提
と
す
る

「
首
相
」
職
を
新
設
す
る
、
な
ど
と
し
た
最
終
合
意
文
書
に
調
印
し
た
。

そ
の
後
暴
動
、
住
民
襲
撃
事
件
は
ほ
ぼ
沈
静
化
し
、
現
在
に
い
た
る
。

＊
４　

こ
の
点
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、津
田
（2003

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
５　

筆
者
自
身
も
こ
の
点
に
は
別
項
で
わ
ず
か
な
が
ら
触
れ
た
。
津
田

（2008b

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
６　

ケ
ニ
ア
の
政
党
再
編
に
つ
い
て
詳
細
は
津
田
（2007c

）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

＊
７　

詳
細
は
津
田
（2007b: 102-108

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
８　

く
わ
し
く
は
津
田
（2007a

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
９　

オ
デ
ィ
ン
ガ
派
か
ら
一
部
登
用
さ
れ
た
閣
僚
は
、
結
局
二
〇
〇
五

年
に
は
キ
バ
キ
に
解
任
さ
れ
、
最
後
は
オ
デ
ィ
ン
ガ
も
自
ら
閣
僚
を
辞

職
し
て
し
ま
っ
た
。
く
わ
し
く
は
津
田
（2007a: 48-49; 2007b: 108-

117

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
10　

選
挙
後
の
政
党
別
任
命
議
員
を
含
む
。
二
〇
〇
三
年
二
月
時
点
。

な
お
任
命
議
員
を
含
む
国
会
全
議
席
数
は
二
二
二
。

＊
11　

ケ
ニ
ア
の
大
統
領
権
力
に
関
す
る
法
制
度
と
運
用
の
実
態
に
つ
い

て
、
く
わ
し
く
は
津
田
（2007b: 89-95

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
12　

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
九
日
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

＊
13　

二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
〇
日
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
行
っ
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
。

＊
14　

二
〇
〇
三
年
九
月
二
九
日
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

＊
15　

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
三
日
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
行
っ
た
イ
ン
タ
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ビ
ュ
ー
。

＊
16　

二
〇
〇
六
年
八
月
二
二
日
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

＊
17　

二
〇
〇
五
年
の
国
民
投
票
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
津

田
（2007a
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
18　

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
三
日
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
行
っ
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
。

＊
19　

二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
七
日
に
モ
ン
バ
サ
で
行
っ
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
。

◉
参
考
文
献

津
田
み
わ （1991

）「
ケ
ニ
ア
の
閣
僚
構
成
―
―
一
九
七
四
―
九
〇
年
」『
ア

ジ
ア
経
済
』
第
三
二
巻
第
八
号
、
八
八
―
一
〇
八
頁
。

　

―
―
（2003

）「
リ
コ
ニ
事
件
再
考
―
―
ケ
ニ
ア
・
コ
ー
ス
ト
州
に
お
け

る
先
住
性
の
政
治
化
と
複
数
政
党
制
選
挙
」
武
内
進
一
編
『
国
家
・
暴

力
・
政
治
―
―
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
』
研
究
双
書

五
三
四
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
一
九
―
二
六
一
頁
。

　

―
―
（2004

）「
裏
切
ら
れ
た
期
待
―
―
政
権
交
代
一
年
目
の
ケ
ニ
ア
」『
ア

フ
リ
カ
レ
ポ
ー
ト
』
三
八
号
、
二
二
―
二
六
頁
。

　

―
―
（2005

）「
離
党
規
制
と
ケ
ニ
ア
の
複
数
政
党
制
―
―
変
質
す
る
権
威

主
義
体
制
下
の
弾
圧
装
置
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
四
六
巻
一
一
・
一
二
合

併
号
、
三
九
―
七
〇
頁
。

　

―
―
（2007a

）「
キ
バ
キ
政
権
誕
生
後
の
ケ
ニ
ア
憲
法
見
直
し
問
題
―
―

二
〇
〇
四
年
新
憲
法
案
の
国
民
投
票
否
決
を
中
心
に
」『
ア
ジ
ア
経
済
』

第
四
七
巻
第
四
号
、
四
一
―
七
三
頁
。

　

―
―
（2007b

）「
個
人
名
の
『
裏
書
き
さ
れ
た
』
新
憲
法
草
案
―
―
ケ

ニ
ア
に
お
け
る
憲
法
見
直
し
プ
ロ
セ
ス
の
頓
挫
と
権
力
抗
争
」
佐
藤
章

編
『
統
治
者
と
国
家
―
―
ア
フ
リ
カ
の
個
人
支
配
再
考
』
研
究
双
書

五
六
四
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
八
五
―
一
二
六
頁
。

　

―
―
（2007c

）「
ケ
ニ
ア
の
政
党
再
編
と
第
一
〇
回
総
選
挙
」『
ア
フ
リ

カ
レ
ポ
ー
ト
』
第
四
五
号
、
二
五
―
三
〇
頁
。

　

―
―
（2008a

）「
二
〇
〇
七
年
ケ
ニ
ア
総
選
挙
後
の
危
機
」『
ア
フ
リ
カ

レ
ポ
ー
ト
』
第
四
七
号
、
三
―
八
頁
。

　

―
―
（2008b

）「
選
挙
と
紛
争
―
―
二
〇
〇
七
年
ケ
ニ
ア
総
選
挙
後
の
混

乱
か
ら
」『
ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ン
ド
』
第
一
五
八
号
、
二
三
―

二
四
頁
。

　

―
―
（
印
刷
中
）「
あ
る
カ
レ
ン
ジ
ン
人
の
男
、
モ
イ
―
―
ケ
ニ
ア
共
和
国

第
二
代
大
統
領
」
真
島
一
郎
編
『
ト
ラ
ン
ス
＝
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・

ア
フ
リ
カ
』
平
凡
社
。

松
田
素
二
（1997

）「
植
民
地
支
配
の
方
程
式
」
宮
本
正
興
、
松
田
素
二
編

『
新
書
ア
フ
リ
カ
史
』
講
談
社
現
代
新
書
一
三
六
六
、
講
談
社
、
三
〇
四

―
三
一
四
頁
。

　

―
―
（2000

）「
日
常
的
民
族
紛
争
と
超
民
族
化
現
象
―
―
ケ
ニ
ア
に
お
け

る
一
九
九
七
―
九
八
年
の
民
族
間
抗
争
事
件
か
ら
」
武
内
進
一
編
『
現

代
ア
フ
リ
カ
の
紛
争
―
―
歴
史
と
主
体
』
研
究
双
書
五
〇
〇
、
ア
ジ
ア

経
済
研
究
所
、
五
五
―
一
〇
〇
頁
。

　

Com
m

ission of Inquiry into the Post Election V
iolence (CIPEV

) 
(2008) Com

m
ission of Inquiry into the Post E

lection V
iolence 

Final R
eport. 

ケ
ニ
ア
広
報
府
サ
イ
ト
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ドhttp://

w
w

w
.com

m
unication.go.ke/m

edia.asp?id

＝739 (24O
ctober, 

2008).

　

H
um

an Rights W
atch (H

RW
) (2008) Ballots to Bullets: O

rga-
nized Political V

iolence and K
enya ’s Crisis of G

overnance.

　

Ｈ
Ｒ
Ｗ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ドhttp://hrw

.org/reports/2008/
kenya0308/kenya0308w

eb.pdf (18M
arch, 2008).

　

Independent Review
 Com

m
ission (IREC) (2008) R

eport of the 
Independent R

eview
 Com

m
ission on the G

eneral E
lections 

held in K
enya on 27 D

ecem
ber 2007. 

ケ
ニ
ア
広
報
府
サ
イ
ト

よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ドhttp://w

w
w

.com
m

unication.go.ke/m
edia.

asp?id

＝719 (24O
ctober, 2008).

　

K
anyinga, K

aruti (2005) Governance Institutions and Inequal-
ity in K

enya. Society for International D
evelopm

ent (SID
), 

R
eadings on Inequality in K

enya: Sectoral D
ynam

ics and 
Perspectives V

olum
e 1, N

airobi: Society for international D
e-

velopm
ent Eastern A

frica Regional O
ffi

ce, pp.345-397.

　

K
iai, M

aina (2008) T
he Political Crisis in K

enya: A
 Call for Jus-

tice &
 Peaceful Resolution. R

eview
 of A

frican Political E
con-

om
y 35 (115): 140-144.

　

K
lopp, Jacqueline M

. (2001) “Ethnic Clashes ” and W
inning 

Elections: T
he Case of K

enya ’s Electoral D
espotism

. Canadi-
an Journal of A

frican Studies 35(3): 473-517.

　

K
lopp, Jacqueline M

. and Prisca K
am

ungi (2008) V
iolence and 

Elections: W
ill K

enya Collapse? W
orld Policy Journal 24(4): 

11-18.

　

M
asenya, A

m
os (1991) Bew

are A
liens - M

oi. Standard (M
ay 

17).

　

M
athenge, O

liver and M
ike M

w
aniki (2008) Election V

iolence 
Prove: O

D
M

 and PN
U

 in Blam
e Gam

e. D
aily N

ation (28 A
u-

gust).

　

O
m

ari, Em
m

an (1992) M
oi in a Frank Interview

 w
ith BBC. 

D
aily N

ation (17 January).

　

Saturday N
ation (2007a) Elections 2007: Raila T

ops T
able. (29 

Septem
ber).

　

―
― (2007b) Elections 2007: Raila W

idens Lead. (13 O
ctober).

　

Standard on Sunday (1991) President: Pluralism
 Explosive in 

Practice (M
ay 26).

　

U
nited N

ations O
ffice of the H

igh Com
m

issioner for H
um

an 
Rights (O

H
CH

R) (2008) R
eport from

 O
H

CH
R

 Fact-finding 
M

ission to K
enya, 6-28 February 2008, 

Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド http://w

w
w

.ohchr.org/D
ocum

ents/
Press/O

H
CH

RK
enyareport.pdf (20 A

ugust, 2008).

（
つ
だ
・
み
わ
／
日
本
貿
易
振
興
機
構
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
）


	chiki9-1_1
	chiki9-1_2
	chiki9-1_3
	chiki9-1_4

